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議案第７０号 

    東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正す 

    る条例 

上記の議案を提出する。 

   令和６年９月２０日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正す 

    る条例 

 第１条 東京都板橋区立障がい者福祉センター条例（昭和６１年板橋区

条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「第５条第１６項」を「第５条第１８項」に、「第

５条第２５項」を「同条第２７項」に改める。 

  別表多目的ホールの項中「１，３００円」を「１，８００円」に、

「１，４００円」を「２，０００円」に改め、同表和室の項中「４８

０円」を「６７０円」に、「７３０円」を「１，０００円」に改め、

同表会議室・グループ活動室の項中「２４０円」を「３４０円」に、

「３６０円」を「５００円」に改める。 

第２条 東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を次のように

改正する。 

  第２条第２号中「第５条第１８項」を「第５条第１９項」に、「同

条第２７項」を「同条第２８項」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中第２条第２号の改正規定 公布の日 

⑵ 第２条の規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）

附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日 
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２ 第１条の規定による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（

以下「施行日」という。）以後に利用申請が受理された、令和７年４

月１日（以下「基準日」という。）以後の利用に係る使用料について

適用し、基準日前の利用に係る使用料及び施行日前に受理された利用

申請に係る使用料については、なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

 使用料の額を改定するほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的 

に支援するための法律の改正に伴い、所要の規定整備をする必要がある。 


